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もっと知りたい！マイナンバー

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝ IP電話

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
ま
す

平成28年１月から、
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
分
野
で
個
人
の
情

報
を
適
切
か
つ
効
率
的
に
管
理
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
き
、
生
活
保
護
・
児
童
手
当
や

福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
き
な
ど
で
、
申
請
書
な
ど
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

例えばこんなときに使います

厚生年金を請求する
とき、年金事務所に
マイナンバーを提示
します。

証券会社や保険会社
などにマイナンバー
を提示し、法定調書
などに記載します。

通
知
カ
ー
ド
は
全
員
に

　
通
知
カ
ー
ド
は
紙
製
の
予
定
で
、氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
ま
す
。
顔
写
真
の
記
載
は
な

く
、
通
知
カ
ー
ド
の
み
で
は
本
人
確
認
の

た
め
の
身
分
証
明
書
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
10
月
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
た
後
、
市
町
村
に
申

請
す
る
と
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
同
様
で
、
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
の
つ
い
た
カ
ー
ド
に
な
る
予
定

で
す
。
表
面
に
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、

性
別
と
顔
写
真
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
本
人

確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
使
用

で
き
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の
電
子
申
請
な

ど
が
行
え
る
電
子
証
明
書
も
標
準
搭
載
さ

れ
ま
す
。

◆
ア
ク
セ
ス
記
録
の
確
認

　
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
、
自
分
の
個
人
情

報
に
ア
ク
セ
ス
し
た
行
政
機
関
を
確
認
で

き
ま
す
。（
平
成
29
年
１
月
以
降
予
定
）

◆
罰
則
の
強
化

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
や
目
的
外
の

収
集
に
は
刑
事
罰
が
科
せ
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◆
第
三
者
機
関
の
新
設

　
制
度
の
運
用
を
厳
し
く
監
視
す
る
特
定

個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
設
置
し
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
は

　
　
　
　
　希
望
者
に

▲ 表面　個人番号カード　▼ 裏面

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使
う

も
の
で
す
。

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。
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児 童 手 当 の 現 況 届 を
届け出るとき、市役所
に マ イ ナ ン バ ー を 提
示します。

勤 務 先 に マ イ ナ ン
バーを提示し、源泉
徴収票などに記載し
ます。
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教
え
て
！

　
本
年
10
月
か
ら
一
人
ひ
と
り
に
12
桁
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
通
知
さ
れ
ま
す
。
対
象

者
は
、
住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
人
（
中
長
期
在

留
者
や
特
別
永
住
者
な
ど
の
外
国
人
も
含
む
。）

で
す
。

　
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
住
民
票
に
記
載
の
住
所
と
異
な
る
と
こ

ろ
に
お
住
ま
い
の
人
は
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
に

住
民
票
を
移
し
て
く
だ
さ
い
。
　

　   どんなメリットがあるの？
Ａ．マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を
高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

本
年
10
月 
か
ら
一
人
ひ
と
り
に
通
知
さ
れ
ま
す

利便性の向上

行政の効率化

公平・公正な社会の実現

　年金や福祉などの申請時に、書類の添付が減り、手続き
が簡素化されます。情報提供などの記録開示システムによ
る情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

　行政の各機関で作業のムダが削減され、手続きがスムー
ズになります。災害時には迅速な行政支援を実現します。

　所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくな
り、適正・公平な課税につながります。また、未払いや不
正受給などを防止するとともに、本当に困っている人にき
め細やかな支援を行えます。

　
　個
人
情
報
の
こ
と
が
心
配

　
　
　
　…
本
当
に
大
丈
夫
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

Ａ
．
法
律
で
定
め
ら
れ
た
目
的

以
外
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利

用
し
た
り
、
他
人
に
提
供
し
た
り
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

と
結
び
つ
い
た
個
人
情
報
を
保
護
す
る

た
め
、
様
々
な
対
策
が
と
ら
れ
ま
す
。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
高
め
る

　
　安
心
・
安
全
な
仕
組
み
づ
く
り

◆
個
人
情
報
は
分
散
管
理

　
芋
づ
る
式
の
情
報
漏
え
い
を
防
ぎ
ま
す
。

◆
成
り
す
ま
し
防
止

　
行
政
手
続
き
な
ど
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
み
の
本
人
確
認
は
行
い
ま
せ
ん
。

◆
シ
ス
テ
ム
へ
の
接
続
制
限

　
各
機
関
で
情
報
連
携
を
行
う
際
は
、
接

続
で
き
る
人
を
制
限
し
、
通
信
の
暗
号
化

も
行
い
ま
す
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
保
護
評
価

　
各
機
関
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
シ
ス
テ
ム

開
発
や
改
修
を
行
う
前
に
実
施
し
ま
す
。

Ｑ

Ｑ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

愛
称

：

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん


